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社会福祉法人朝霞地区福祉会 

職員処遇改善手当支給規程 

 

                                      令和６年６月１０日 
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（目的） 

第１条 この規程は、介護報酬における介護職員等処遇改善加算及び障害福祉サー

ビス等報酬における福祉・介護職員等処遇改善加算（以下「加算」という。）を

活用して、社会福祉法人朝霞地区福祉会（以下「福祉会」という。）が、職員の

処遇改善を行うため実施する職員処遇改善手当の支給について必要な事項を定め

ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規程で使用する用語の意義は、次のとおりとする。 

（１）常勤職員     職員給与規程が適用される職員 

（２）再雇用職員  職員の再雇用に関する規程が適用される職員 

（３）臨時職員等   臨時職員等取扱規程が適用される職員 

 

（職員処遇改善手当の区分、対象施設及び対象職員） 

第３条 職員処遇改善手当の区分、対象施設及び対象職員は、次のとおりとする。 

みつばすみれ学園・障害児等計画相談支援 朝光苑 朝光苑 朝光苑

すずらん・本部事務局 （特養・短期） （デイサービスセンター） （居宅介護支援・地域包括支援）

児童発達支援管理責任者

児童指導員 生活相談員 生活相談員

保育士 介護支援専門員 介護職員兼生活相談員

サービス管理責任者 介護職員 介護職員

生活支援員

看護師

介助員

理学療法士

作業療法士

臨床心理士

言語聴覚士

・経験年数が10年以上で、児童発達支援管理責

任者又はサービス管理責任者に従事しているも

の

・経験年数が10年以上で、介護福祉士、社会福

祉士、精神保健福祉士、保育士、看護師、准看

護師資格を有するもの

児童発達支援管理責任者

児童指導員 生活相談員 生活相談員

保育士 介護支援専門員 介護職員兼生活相談員

サービス管理責任者 介護職員 介護職員

生活支援員

看護師

介助員

理学療法士

作業療法士

臨床心理士

言語聴覚士

条
件

Ａの条件に該当しないもの Ａの条件に該当しないもの Ａの条件に該当しないもの

看護師 看護師

機能訓練指導員 機能訓練指導員

主任介護支援専門員

補助員 介護職員補助 運転手兼送迎補助 介護支援専門員

相談支援専門員 管理栄養士・栄養士 社会福祉士

事務員 事務員 保健師・看護師

施設長 施設長 事務員

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

Ａ

Ｂ

条
件

職
種

職
種

Ｃ
職
種

職
種
等

Ⅾ

経験年数が10年以上で、介護福
祉士、社会福祉士、介護支援専
門員資格を有するもの

対象施設及び対象職員

経験年数が10年以上で、介護福
祉士、社会福祉士、介護支援専
門員資格を有するもの

 
２ 第１項の職員が管理職手当を受給している場合は、条件に関わらず区分をＤ

とする。 

（経験年数） 
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第４条 前条における経験年数として算定する期間は、福祉会及び他の第１種又

は第２種社会福祉事業を行う施設、又は医療機関等の類似施設において、直接

処遇又は相談業務等に勤務した期間とする。ただし、事業主が直接雇用する常

勤の正規職員として従事した場合はその期間の１００分の１００、正規職員以

外の常勤の職員として勤務した場合は１００分の８０、その他の場合は１００

分の５０で換算する。 

２ 各会計年度の４月１日（以下「基準日」という｡)において、前項で算定した

期間の合計月数（１月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数）を１２

で除した数（１年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数）を経験年数

とする。 

 

（職員処遇改善手当額） 

第５条 職員処遇改善手当額は、基準日における介護報酬及び障害福祉サービス

等報酬における改定や加算の取得状況、及び職員の配置状況等により対象施設ご

とに算出する。なお、加算の制度上、複数の対象施設について、合算申請が認

められる場合は、同一施設として扱うことができるものとする。 

２ 職員処遇改善手当額は、関係法令及び基準に基づき、毎会計年度における加

算収入の総額を、職員処遇改善手当（第３条第１項でＡからＣと区分された職

員の直近昇給機会２年度分の定期昇給額及び法定福利費等の事業主負担の増

加分を含む）の総額が上回るよう算出することとする。ただし、職員処遇改善

手当の総額は、加算収入の総額の１００分の１０５以内とする。 

３ みつばすみれ学園障害児等計画相談支援センター、朝光苑居宅介護支援セン

ター及び地域包括支援センター朝光苑事業在籍者の職員処遇改善手当は福祉

会の自己資金を財源として支給する。 

 

（職員処遇改善手当の支給） 

第６条 常勤職員における支給日は、職員給与規程第６条第１項を準用する。 

２ 常勤職員が従事した日数が１月につき１６日未満である場合は、支給額に、各 

号に掲げる割合を乗じて得た額（その額に１００円未満の端数があるときは、そ 

れを切り捨てた額）を支給する。 

 （１）８日以上１６日未満 ３分の２ 

 （２）１日以上８日未満 ３分の１ 

 （３）０日 ０（支給しない。） 

３ 再雇用職員における支給日は、職員の再雇用に関する規程第１４条を準用する。 

４ 臨時職員等における支給日は、臨時職員等取扱規程第７条を準用する。 

５ 再雇用職員及び臨時職員等における支給額は、職員処遇改善手当額に１か月の

実労働時間を乗じて得た額とする。 

６ 前項の実労働時間数の計算期間は、月の初日から末日までとする。 

 

 

（加算の精算） 
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第７条 対象施設は、加算で得られた収入の総額を、職員処遇改善手当として支

出した総額が下回った場合は、会計年度終了後２か月以内に精算し対象職員へ

追加で支給するものとする。 

 

（委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

   附 則 

１ この規程は、令和６年６月１０日から施行し、同年６月１日から適用する。 

 

２ 次に掲げる規程は、廃止する。 

（１）介護等処遇改善手当支給規程 

 （２）介護等特定処遇改善手当支給規程 

 （３）賃金改善手当支給規程 

 


